
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 車両運転者への案内を音声にて行う
音声案内ナビゲーション装置において、
　 付近の特徴物の 位置データを取得する取得手段と、
　

特徴物の位置に応じて、この特
徴物を利用した音声のよる案内の案内開始時期を制御する案内時期制御手段と、
　を有することを特徴とする音声案内ナビゲーション装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　前記案内時期制御手段は、さらに特徴物の視認性に応じて、前記案内開始時期を調整す
ることを特徴とする音声案内ナビゲーション装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の装置において、
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車両に搭載され、案内を行う案内交差点において、

案内交差点 形状およびその
案内交差点についての画像を取得するカメラと、

　カメラによって得た画像を画像処理すると共に、画像処理された画像と前記取得手段に
よって得た特徴物の形状を比較して特徴物が認識できるか否かを判定する判定手段と、
　この判定手段において、特徴物が認識できる場合において、その特徴物を利用した音声
による案内を行い、特徴物が認識できない場合には、特徴物を利用しない音声案内を行う
音声案内手段と、
　前記特徴物を利用する案内を行う場合においては、その



　前記取得手段は、特徴物についてのデータを外部のデータベースから取得することを特
徴とする音声案内ナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載の装置において、
　前記案内時期制御手段は、特徴物の自車位置からの相対方向に関する案内を前記音声案
内文に加えることを特徴とする音声案内ナビゲーション装置。
【請求項５】
　 車両運転者への案内を音声にて行う
音声案内ナビゲーション方法において、
　 付近の特徴物の 位置データを取得し、
　

ことを特徴とする音声案内ナビゲーション方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記特徴物についてのデータを外部のセンタから通信で取得することを特徴とする音声
案内ナビゲーション方法。
【請求項７】
　 音声案内ナビゲーション装置 車両
運転者への案内を音声にて出力させる音声案内ナビゲーションプログラムを記録した媒体
であって、
　前記音声案内ナビゲーション装置
　 付近の特徴物の 位置データを取得させ、

決定された時期になったときに、特徴物を含めた音声案内を行わ
　

ことを特徴とする音声案内ナビゲーションプログラムを記録した媒
体。
【請求項８】
　請求項７に記載の媒体において、
　前記音声案内ナビゲーションプログラムは、さらに特徴物の視認性に応じて、前記案内
開始時期を調整させることを特徴とする音声案内ナビゲーションプログラムを記録した媒
体。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の媒体において、
　前記音声案内ナビゲーションプログラムは、特徴物についてのデータを外部のデータベ
ースから取得させることを特徴とする音声案内ナビゲーションプログラムを記録した媒体
。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか１つに記載の媒体において、
　前記音声案内ナビゲーションプログラムは、特徴物の自車位置からの相対方向に関する
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車両に搭載され、案内を行う案内交差点において、

案内交差点 形状およびその
案内交差点についての画像をカメラにより取得し、

　カメラによって得た画像を画像処理すると共に、画像処理された画像と前記取得した特
徴物の形状を比較して特徴物が認識できるか否かを判定し、
　この判定において、前記特徴物が認識できる場合には、その特徴物の位置に応じて、前
記音声案内手段による特徴物を利用した音声による案内の案内開始時期を決定するととも
に、前記決定された時期になったときに、特徴物を含めた音声案内を行い、
　前記判定において、特徴物が認識できない場合には、音声案内手段に特徴物を利用しな
い音声案内を行う

車両に搭載される に、案内を行う案内交差点において

を、
案内交差点 形状およびその

　案内交差点についての画像をカメラにより取得させ、
　カメラによって得た画像を画像処理すると共に、画像処理された画像と前記取得した特
徴物の形状を比較して特徴物が認識できるか否かを判定させ、
　この判定において、前記特徴物が認識できる場合には、その特徴物の位置に応じて、前
記音声案内手段による特徴物を利用した音声による案内の案内開始時期を決定させるとと
もに、前記 せ、

前記判定において、特徴物が認識できない場合には、音声案内手段に特徴物を利用しな
い音声案内を行わせる



案内を前記音声案内文に加えさせることを特徴とする音声案内ナビゲーションプログラム
を記録した媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像情報に基づいて抽出した特徴物を利用して案内を行う音声案内ナビゲーシ
ョン装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、経路案内のためのナビゲーション装置が知られており、広く普及されるように
なってきている。このナビゲーション装置は、通常ディスプレイを有し、ここに現在地表
示を含む地図を表示することを基本とする。また、目的地を設定した場合には、記憶して
いる地図情報に基づいて、目的地までの最適経路を探索する。そして、目的地までの経路
が設定された走行においては、経路を常に表示して経路案内を行う。
【０００３】
また、走行中は、運転者は前方を注視することが必要であり、ディスプレイを注視するこ
とはできない。そこで、音声により、右左折などを案内することも行われている。すなわ
ち、案内が必要な案内交差点（分岐点）の手前で「○○ｍ先××交差点を左方向です。」
等という案内音声をスピーカから出力し、経路を案内する。これによって、運転者は前方
を注視したまま耳から案内を得ることができる。
【０００４】
ここで、分岐点の特定には、通常交差点名が用いられるが、必ずしも分かりやすくない。
そこで、特開平４－１５２０号公報や特開平４－３２４３２１号公報には、交差点に存在
するビル名等の特徴物を案内に利用することが提案されている。このような特徴物を利用
することによって、運転者に分岐点を分かりやすく説明でき、より好適な経路案内が行え
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上述のような特徴物を利用するものは、運転者が特徴物を容易に見いだすこと
ができることを前提にしている。しかし、自車両 位置によっては、運転者にとって、特
徴物を見つけにくい場合も生じる。このような場合には、案内がかえってわかりにくいも
のになってしまうという問題点があった。
【０００６】
本発明は、上記問題点を解決することを課題としてなされたものであり、自車位置と特徴
物の位置関係を考慮することによって、運転者にわかりやすい音声案内を行うことができ
る車両用音声案内ナビゲーション装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、 車両運転者への案内を音
声にて行う音声案内ナビゲーション装置において、 付近の特徴物の

位置データを取得する取得手段と、

特徴物の位置に応じて
、この特徴物を利用した音声による案内の案内開始時期を制御する案内時期制御手段と、
を有することを特徴とする。このように、案内開始時期を調整できるため、特徴物を確認
しやすくなる。
【０００８】

10

20

30

40

50

(3) JP 3796945 B2 2006.7.12

の

車両に搭載され、案内を行う案内交差点において、
案内交差点 形状および

その 案内交差点についての画像を取得するカメラと、
カメラによって得た画像を画像処理すると共に、画像処理された画像と前記取得手段によ
って得た特徴物の形状を比較して特徴物が認識できるか否かを判定する判定手段と、この
判定手段において、特徴物が認識できる場合において、その特徴物を利用した音声による
案内を行い、特徴物が認識できない場合には、特徴物を利用しない音声案内を行う音声案
内手段と、前記特徴物を利用する案内を行う場合においては、その

また、カメラにより特徴物を確認できる。



また、本発明は、前記案内時期制御手段は、さらに特徴物の視認性に応じて、前記案内開
始時期を調整することを特徴とする。小さな特徴物を遠くで案内するために、特徴物を発
見できない等という問題の発生を防止できる。
【０００９】
また、本発明は、前記取得手段は、特徴物についてのデータを外部のデータベースから取
得することを特徴とする。特徴物のデータを内部に保持しておく必要がなく、装置構成を
簡略化できる。また、外部のデータベースであれば、これを更新することも比較的容易で
ある。
【００１０】
また、本発明は、前記案内時期制御手段は、特徴物の自車位置からの相対方向に関する案
内を前記音声案内文に加えることを特徴とする。方向についての案内が入っているため、
運転者が特徴物を認識しやすい。
【００１１】
　また、本発明は、 車両運転者への案
内を音声にて行う音声案内ナビゲーション方法において、 付近の特徴物の

位置データを取得し、

ことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、 音声案内ナビゲーション装置

車両運転者への案内を音声にて出力させる音声案内ナビゲーションプログラ
ムを記録した媒体であって、 音声案内ナビゲーション装置 付近の特徴
物の形状およびその位置データを取得させ、

決定された
時期になったときに、特徴物を含めた音声案内を行わ

ことを特徴
とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）について、図面に基づいて説明する。
【００１４】
図１は、一実施形態に係る装置の全体構成を示すブロック図である。車両には、カメラ１
０が搭載されている。このカメラ１０はＣＣＤカメラなどで構成され、車両の前方の画像
を取得する。また、カメラ１０には、画像処理部１２が接続されており、画像処理部１２
はカメラ１０から供給される画像データについて各種の処理を行う。例えば、カメラ１０
から供給される画像データを２値化したり、各種形状を抽出したりし、後述するナビゲー
ション制御部１４における所定形状のＩＤサインが存在するか否かの処理を行うための前
処理を行う。なお、この画像処理部において、ＩＤサインが存在するか否かの判定まで行
ってもよい。
【００１５】
この画像処理部１２には、ナビゲーション制御部１４が接続されている。このナビゲーシ
ョン制御部１４はナビゲーションのための各種処理を行う。このナビゲーション制御部１
４には、現在位置検出のためのＤＧＰＳ装置１６が接続されており、ここから現在位置情
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車両に搭載され、案内を行う案内交差点において、
案内交差点 形状

およびその 案内交差点についての画像をカメラにより取得し、カメ
ラによって得た画像を画像処理すると共に、画像処理された画像と前記取得した特徴物の
形状を比較して特徴物が認識できるか否かを判定し、この判定において、前記特徴物が認
識できる場合には、その特徴物の位置に応じて、前記音声案内手段による特徴物を利用し
た音声による案内の案内開始時期を決定するとともに、前記決定された時期になったとき
に、特徴物を含めた音声案内を行い、前記判定において、特徴物が認識できない場合には
、音声案内手段に特徴物を利用しない音声案内を行う

車両に搭載される に、案内を行う案内交
差点において

前記 を、案内交差点
案内交差点についての画像をカメラにより取

得させ、カメラによって得た画像を画像処理すると共に、画像処理された画像と前記取得
した特徴物の形状を比較して特徴物が認識できるか否かを判定させ、この判定において、
前記特徴物が認識できる場合には、その特徴物の位置に応じて、前記音声案内手段による
特徴物を利用した音声による案内の案内開始時期を決定させるとともに、前記

せ、前記判定において、特徴物が認
識できない場合には、音声案内手段に特徴物を利用しない音声案内を行わせる



報が供給される。このＤＧＰＳ装置１６はＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システ
ム）により得られる位置情報に、地上の固定局から得られる誤差情報をあわせ、比較的正
確な位置検出を行う。
【００１６】
ナビゲーション制御部１４には、地図データベース１８が接続されている。この地図デー
タベース１８は、経路案内及び地図表示に必要な各種の地図データを記憶するものであり
、例えばＣＤＲＯＭで構成されている。なお、地図データベース１８をＲＡＭなどで構成
し、必要なデータのみを外部から取得し、ここに記憶することも好適である。さらに、ナ
ビゲーション制御部１４には、ＩＤサインデータベース２０が接続されている。このＩＤ
サインデータベース２０は、交差点などにおける特徴物である各種の看板などについての
形状、大きさ、これを利用した案内文等を記憶している。このＩＤサインデータベース２
０は、ＣＤＲＯＭなどで構成し、予め用意しておいてもよいが、必要なものについて外部
から取得して記憶することが好適であり、本実施形態ではＲＡＭで構成されている。
【００１７】
また、ナビゲーション制御部１４には、ディスプレイ２２が接続されていると共に、音声
合成部２４を介しスピーカ２６が接続されている。ディスプレイ２２は、経路案内のため
の各種表示を行う。なお、このディスプレイ２２の前面にタッチパネルを構成し、表示に
基づいて各種入力が行えるようになっている。また、音声合成部２４は、ナビゲーション
制御部１４から供給されるデータに基づいて音声合成を行って音声信号を作成し、これを
スピーカ２６に供給することで、スピーカ２６から所望の音声を出力する。
【００１８】
さらに、ナビゲーション制御部１４には、通信部２８が接続されており、この通信部２８
を介し、外部とのデータ通信を行う。この通信部２８は、例えばモデムを介して接続され
た携帯電話機などで構成されるが、電波ビーコンや、光ビーコンとの通信を行う通信機や
、衛星通信を行う通信機などを備えることも好適である。
【００１９】
車両の通信部（携帯電話機）２８は、無線基地局３０、公衆回線網３２を介し、情報セン
タ３４と接続されている。情報センタ３４は、各種の情報を記憶するデータベース３６を
有しており、車両からのリクエストに応じて、各種のデータを提供する。
【００２０】
次に、車両において、経路を設定したときの動作について、図２に基づいて説明する。ま
ず、経路設定を行う場合には、通常のナビゲーション装置と同様に、目的地を設定する。
目的地は、地図上で設定したり、施設名、住所など各種の情報から入力できる。そして、
この目的地を設定した場合には、地図データベース１８の地図情報を基に最適経路の探索
を行い、この結果に基づいて目的地までの経路が設定される（Ｓ１１）。
【００２１】
このようにして経路が設定された場合には、この設定された経路において右左折を行う分
岐点などの案内ポイントについてのデータを抽出する（Ｓ１２）。そして、これら案内ポ
イントについてのデータを情報センタ３４に送信し、案内ポイントについてのＩＤサイン
データの送信をリクエストする（Ｓ１３）。
【００２２】
ここで、案内ポイントについてのデータとは、分岐点を直接特定するデータであってもよ
く、あるいは設定された経路を含むエリアを特定するデータであってもよい。
【００２３】
情報センタ３４では、後述するような動作により、案内ポイントについてのＩＤサインデ
ータを用意し、これを送信してくる。そこで、車両側では送られてくるＩＤサインデータ
を受信する（Ｓ１４）。次に、取得したＩＤサインデータと、設定された経路とを比較し
、ＩＤサインの位置と、案内ポイントでの右左折の方向などの相対的なデータを検出する
（Ｓ１５）。そして、検出したデータにより、案内文を決定し、ＩＤサインデータと共に
、ＩＤサインデータベース２０に記憶する（Ｓ１６）。
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【００２４】
次に、情報センタ３４における動作について、図３に基づいて説明する。まず、車両から
の案内ポイントにおけるＩＤサインデータのリクエストがあるかを判定している（Ｓ２１
）。この判定で、ＹＥＳであれば、提供された案内ポイントについて、ＩＤサインデータ
があるか否かを判定する（Ｓ２２）。例えば、分岐点の案内において、「○○というガソ
リンスタンドの看板」等というＩＤサインがその案内ポイントに関連して設定してあるか
どうかを判定する。
【００２５】
そして、このＳ２２の判定でＹＥＳであれば、ＩＤサインデータをデータベース３６から
取得する（Ｓ２３）。このＩＤサインデータは、ＩＤサインの形状についての画像データ
、存在位置（緯度、経度、高さ）、説明文などからなっている。なお、このようなＩＤサ
インデータは、必ずしも情報センタ３４で固定的に記憶していなくてもよい。例えば、情
報センタ３４において、走行する車両から画像データの提供を受け、利用価値のあるもの
を自動的に記憶するようにしてもよい。次に、取得したＩＤサインデータを車両送信用に
処理し（Ｓ２４）、これを車両に配信する（Ｓ２５）。なお、Ｓ２２において、データが
なければ、Ｓ２５において、ＩＤサインデータがない旨のデータを送信する。この場合、
ＩＤサインデータを利用しない交差点名などを送信するようにしてもよい。
【００２６】
なお、ＩＤサインがどこになるかについてデータを全て車両側のＩＤサインデータベース
２０に記憶していれば、情報センタ３４との通信動作の必要はなく、上述のようなＩＤサ
インデータの記憶のための動作を全て車両側で行うことができる。また、目的地を情報セ
ンタ３４に提供して目的地までの経路の設定、ＩＤサインデータの作成までを全て情報セ
ンタ３４にて行うこともできる。
【００２７】
次に、経路を設定して走行しているときの動作について、図４に基づいて説明する。まず
、走行中においては、ＤＧＰＳ装置１６からの情報などを基に、現在位置を常時検出して
いる。そこで、案内ポイントが５００ｍ以内かを判定している（Ｓ３１）。そして、この
判定でＹＥＳとなった場合には、案内ポイントについてのＩＤサインデータをＩＤサイン
データベース２０から読み込む（Ｓ３２）。そして、現在位置からＩＤサインの方向を特
定する（Ｓ３３）。すなわち、現在位置（車線を含む）と、ＩＤサインデータによる位置
、大きさなどのデータから現在位置からどの方向にＩＤサインが見えるかを特定する。
【００２８】
次に、カメラ１０によって得た画像と、読み込んだＩＤサインの形状についてのデータを
比較し、ＩＤサインについての画像認識を行う（Ｓ３４）。例えば、ＩＤサインが○○ガ
ソリンスタンドの看板であれば、そのロゴのデータと、カメラ１０で得た画像についての
比較を行う。そして、ＩＤサインが認識できたかを判定する（Ｓ３５）。
【００２９】
この判定で、ＹＥＳであれば、案内時期を決定する（Ｓ３６）。この案内時期の決定は、
ＩＤサインである例えば看板の大きさや見やすさ、さらに車速などを考慮して決定する。
すなわち、看板などは、車両が走行している際に、目に入りやすいタイミングがある。そ
こで、そのタイミングで、案内文が出力されるように、案内時期を決定する。すなわち、
Ｓ１５で検出した自車位置とＩＤサインの相対位置により、案内時期を決定する。
【００３０】
特に、看板などのＩＤサインは、他のビルの陰になったりして見えないタイミングもある
。そこで、ＩＤサインが見えるタイミングを選ぶことが重要である。さらに、案内文の出
力には、ある程度の時間がかかる。そこで、車速に応じて、案内の出力開始時期を変更す
ることも好適である。また、ＩＤサインには、非常にわかりやすいものもあれば、あまり
わかりやすくないものも存在する。非常にわかりやすいものであれば、案内ポイントにお
ける通常の経路案内のタイミングで単にＩＤサインを含めた案内を行えばよい。一方、そ
れほどわかりやすくなければ、ＩＤサインについての説明も含め、若干早めに案内を行う
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ことが好適である。また、看板などの大きさに応じて案内のタイミングを変更することも
好適である。
【００３１】
そして、案内時期にきたかを判定し（Ｓ３７）、案内時期にきた場合にＩＤサインを利用
した案内を実施する（Ｓ３８）。例えば、「○○ガソリンスタンドの先の交差点を右方向
です。」等という案内を実施する。ここで、ＩＤサインが通常のタイミングにおいて見え
ないような場合に、「もう少し進むと○○ガソリンスタンドが見えてきますので、その先
の交差点を右方向です。」等という案内を行うことも好適である。
【００３２】
さらに、ＩＤサインの存在する方向を案内文に含めることも好適である。例えば、「右前
方の○○ガソリンスタンドの先の交差点を右方向です。」、「正面に見える○×自動車の
販売店の交差点を右方向です。」、「前方ちょっと左方向に見える××レストランの看板
の手前の信号を左方向です。」等という案内が行える。
【００３３】
また、案内ポイントの交差点に至る間に、複数のＩＤサインを含めることも好適である。
例えば、「左側の○○ガソリンスタンドを通り過ぎ、××レストランの手前の交差点を左
方向です。」等という案内もできる。なお、案内ポイントの交差点をすぎたときには、次
の案内ポイント（または最終目的地）についての案内を行うことが好適である。例えば、
「この先しばらくは、○○方面に向けて直進です。」等という案内を出力する。
【００３４】
なお、Ｓ３５においてＮＯであり、ＩＤサインを認識できなかったときには、通常の案内
を行う（Ｓ３９）。例えば、「３００ｍ先、○○交差点を左方向です。」等という案内を
出力する。
【００３５】
また、このような音声出力する案内文は各種あり、基本的に外部からテキストデータで取
得する。そこで、音声合成部２４で音声信号を得る。
【００３６】
このように、本実施形態によれば、ＩＤサインの位置に応じて、案内のタイミングを決定
する。従って、ＩＤサインがよく見えるような自車位置にきたときに、ＩＤサインを利用
した案内文を出力することができる。また、車速に応じて案内タイミングを調整すること
で、より好ましいタイミングでの案内が行える。さらに、案内文にＩＤサインの見える方
向についての言葉を加えることで、ＩＤサインを運転者が認識しやすくなる。また、ＩＤ
サインの大きさ、見やすさなどに応じて、案内のタイミングを調整することで、よりＩＤ
サインを認識しやすくすることができる。
【００３７】
また、本実施形態では、ＩＤサインを画像認識できた場合に、ＩＤサインを利用した案内
を行う。このため、違法駐車の車や建物の改築などの都合で、ＩＤサインが見えない場合
に、これを利用した案内が行われてしまうことを防止できる。また、情報センタ３４が常
に走行している車両から画像データをもらいＩＤサインについてのデータを更新しておけ
ば、常に最新の情報を用いた案内を行うことができる。
【００３８】
さらに、目的地への案内では、目的地周辺のＩＤサインを用いて、最終目的地に近い案内
が可能になる。特に、最終目的地は、各種店舗、施設、駐車場等の場合も多く、ＩＤサイ
ン自体が、最終目的地となる場合も多い。このような場合には、最終目的地そのものへの
案内が行える。
【００３９】
また、ナビゲーション制御部１４における上述のような動作は、ＲＯＭなどに記憶してあ
るプログラムを実行することで達成される。しかし、このプログラムは、外部からロード
してＥＥＰＲＯＭに記憶することなども好適である。このようなロードするプログラムは
、ＣＤＲＯＭなどに記憶して提供したり、通信で提供することなどが可能である。特に、
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情報センタ３４がナビゲーション制御部１４の通信で提供することも好適である。また、
最初のプログラムは、ナビゲーション装置１４に予め記憶しておき、これをＣＤＲＯＭや
、通信でバージョンアップすることも好適である。さらに、地図データベース１８にプロ
グラムを記憶しておくことも好適である。
【００４０】
なお、ＩＤサインとしては、建物等も有り、この場合には、三次元データを持っておき、
見える方向に応じて、形状データを変更することが好ましい。また、上述の案内は、交差
点などを案内ポイントとしたが、単に通過する地点における確認用の案内にＩＤサインを
利用することも好適である。また、昼間と夜間では、見やすいＩＤサインが異なることも
多いため、明るさに応じて、ＩＤサインを変更することも好適である。
【００４１】
さらに、ドライバの視認しやすい目標物（ＩＤサイン）についてのデータを取得して音声
案内を行うことも好適である。この場合、目標物についてのデータは、必ずしも外部から
取得せず、車載の地図データベース１８などに記憶されているものを読み出して取得して
もよい。また、必ずしも画像認識する必要もない。
【００４２】
例えば、図５に示すような経路を走行する場合において、ドライバにとって視認しやすい
「レストラン○×」、「○○ガソリンスタンド」などをＩＤサインとして利用する。そし
て、「レストラン○×から５００ｍ先の交差点を左折です。」、「○○ガソリンスタンド
の次の交差点を左方向です。」などという、案内ポイント（交差点分岐、合流など）まで
の距離やそこまでの分岐点数などの相対的な表現を含めた案内を行う。このように、案内
ポイント周辺の目標物に限らず、経路上にある確実に視認できる目標物を利用した案内を
行うことで、わかりやすい案内が行え、ドライバの安心感を向上させることができる。
【００４３】
さらに、単純な道なりの走行中において、走行中においてドライバの視認しやすい目標物
を利用して案内を行うことも好適である。例えば、図６に示すように、従来から行われて
いる「しばらく１０ｋｍ程道なりです。」などという案内に代え、または加えて、「××
駅から５０ｋｍ程直進が続きます。」などという目標物を利用した案内を行う。これによ
って、ドライバの安心感を向上させることができる。なお、このような案内は、ドライバ
の運転心理安定のために行うものであり、煩わしさを感じない程度の頻度（数分に１回）
で行うことが好ましい。
【００４４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、特徴物の存在位置に応じて案内の開始時期を調整
するため、適切なタイミングで特徴物を利用したわかりやすい案内を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　全体構成を示すブロック図である。
【図２】　経路設定時のフローチャートである。
【図３】　センタにおけるフローチャートである。
【図４】　走行時におけるフローチャートである。
【図５】　案内の具体例を示す図である。
【図６】　案内の具体例を示す図である。
【符号の説明】
１０　カメラ、１２　画像処理部、１４　ナビゲーション制御部、１６　ＤＧＰＳ装置、
１８　地図データベース、２０　ＩＤサインデータベース、２２　ディスプレイ、２４　
音声合成部、２６　スピーカ、２８　通信部、３０　無線基地局、３２　公衆電話回線、
３４　情報センタ、３６　データベース。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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